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最近における予防行政の動向について 

総務省消防庁予防課設備係 
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 最近の火災事例と対応 
（福岡市診療所火災） 
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火災の概要等について 

発 生 日 時 ： 平成２５年１０月１１日（金） ２時２２分覚知 
           ３時３９分鎮圧  ４時５６分鎮火 
構造・階層 ： 鉄骨（S）造及び鉄筋コンクリート（RC）造 
           地下１階地上４階建て ・ 準耐火構造 
延 べ 面 積 ： 681.71㎡ 
焼 損 程 度  ： 全焼 （焼損床面積：２８２㎡） 

人 的 被 害  ： 死者１０名、 負傷者 ５名（重症４名、中等症１名） 
消防活動状況 ： 消防署 消防隊３４隊、消防団 消防隊３隊 

出火原因等  ： １階処置室付近から出火 

福岡市における診療所火災の概要 

（建物外観） 

○ 火災による死者はいずれも高齢者で、その大半は自力歩行困難者であったと考えられる。 
○ 施設からの通報、初期消火及び患者の避難誘導がされなかった。 
○ 防火戸が閉鎖されなかったこと等により煙が建物内に充満したものと推測される。 

消防庁における対応 

○１０月１１日 
 ・「消防庁長官による火災原因調査」のため、消防庁職員7名を派遣        
 ・消防機関あて、病院・診療所等における応急体制の確保等について通知 
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消防法施行令の一部を改正する政令等 
について（平成２６年１０月１６日公布） 
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消防法施行令の一部を改正する政令等について 

消防法施行令第１０条 

消火器の設置基準の見直し 
・病院・有床診療所及び有床助
産所における消火器の設置基準
の見直し（１５０㎡→０㎡） 
※無床は１５０㎡据え置き 

消防法施行令第１２条 

スプリンクラー設備の設置基準の見直し 
・６項イのうち、避難のために患者の介助が必要な有床診
療所・病院におけるスプリンクラー設置基準見直し（6,000
㎡or3,000㎡→原則０㎡） 
・例外として、延焼抑制構造を持つ施設は設置不要 

・避難のために患者の介助が必要な有床診療所及び有床
助産所に該当しない有床診療所及び有床助産所における
スプリンクラー設備の設置基準の見直し（6,000㎡→3,000
㎡） 

消防法施行令第１２条 

特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置基準の見直し 
・特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置対象に避難のために患者
の介助が必要な有床診療所・病院を加えるとともに、面積要件の見直し（延
べ面積1,000㎡→総務省令で定める部分を除いた面積が1,000㎡） 

 

政令改正 

消防法施行令第２３条 

消防機関へ通報する火災報知設備の設置基準の見直し 
・病院・有床診療所及び有床助産所における消防機関へ通報す
る火災報知設備の設置基準の見直し（５００㎡→０㎡） 
※無床は５００㎡ 

消防法施行令第１１条 

屋内消火栓設備の設置基準の見直
し 
・スプリンクラー設備の設置基準の見直し
に伴い、屋内消火栓設備の設置基準の
見直し（倍読み、３倍読み規定の改正） 

○ 消防法施行令について、福岡市の有床診療所火災を受けた検討部会での検討結果を踏まえ、消防用設備
等の設置基準等について、必要な見直しを行うものである。 

消防法施行令別表 

 ６項イの区分の改正 
・６項イを（１）から（４）に分類整理 
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消防法施行令の一部を改正する政令等について 

消防法施行規則第５条 

令別表第一６項イの詳細（分類）について規定 
・６項イ（１）に規定する「火災発生時の延焼を抑制するための消火活
動を適切に実施することができる体制」は、１３床に１人以上の職員
体制を有する病院とした。 
・６項イ（１）（ⅰ）に規定する「総務省令で定める診療科名」は、１３診
療科名以外の診療科目を有するものとした。 
 

消防法施行規則第１３条の５の２ 

特定施設水道連結型スプリンクラー設備の面積要件に算入し
ない部分 
・手術室・レントゲン室等で一定の防火措置が講じられていれば特定施
設水道連結型スプリンクラー設備を設置することができる面積から除外
できるものとした。 

消防法施行規則第２５条 

消防機関へ通報する火災報知設備の基準の見直し 
・避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院における火災通報装置について、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して自動的に
起動することを義務付ける。 
・避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院について、消防機関が存する建築物内にあるものを除き、500ｍ以内の場所にあるものにつ
いても消防機関へ通報する火災報知設備を設置することを義務付ける。 

 

政令改正に関する省令改正 
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平成２６年７月１８日～８月１７日 パブリックコメント実施 
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改正（６）項イ 

現行（６）項イ 
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令別表第１改正 

病院 

診療所 

助産所 

（１）次のいずれにも該当する病院（火災発生時の延焼を抑制するため
の消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務
省令で定めるものを除く。） 

(ⅰ)診療科名中に特定診療科名（内科、整形外科,リハビリテーション科
その他の総務省令で定める診療科名をいう。（２）(ⅰ)において同じ）を有
すること。 
 
 
 

(ⅱ)医療法第７条に規定する療養病床又は一般病床を有すること 
 
 
次のいずれにも該当する診療所 

病院（（１）に掲げるものを除く。） 

有床診療所（（２）に掲げるものを除く。） 

有床助産所 

無床診療所 

無床助産所 

（１） 

（２） 

（３） 

（４） 

(ⅰ) 診療科名中に特定診療科名を有すること。 
 
 
 

(ⅱ) ４人以上の患者を入院させるための施設を有すること。 
 
 
 

令別表第１ 関係 

総務省消防庁 
Fire and Disaster Management Agency 

FDMA 
住民とともに 

① 「避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院」とは 
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 （１）次のいずれにも該当する病院（火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に
実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。） 
(ⅰ)診療科名中に特定診療科名（内科、整形外科,リハビリテーション科その他の総務省令で
定める診療科名をいう。（２）(ⅰ)において同じ）を有すること。 

(ⅱ)医療法第７条に規定する療養病床又は一般病床を有すること 

（６）項イ（１）の 【病院】とは ②で解説 

③で解説 

１ 令別表第１改正 

次のいずれにも該当する診療所 

(ⅰ) 診療科名中に特定診療科名を有すること。 

(ⅱ) ４人以上の患者を入院させるための施設を有すること。 

（６）項イ（２）の 【診療所】とは 

④で解説 

⑤で解説 

令別表改正関係 
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② 火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施すること
ができる体制を有するものとして総務省令で定めるもの （病院のみ） 
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参考 【検討会報告書（抜粋）】 
・夜間において相当程度の患者の見守り体制を有すると考えられる地域医療支援病院等の夜間体制
の実態や、医療関係団体等の見解を踏まえ、１３床当たりの職員が１名以上の勤務体制を有する病
院であればスプリンクラー設備の設置を要しないものとすることが適当である。 

 このような体制を有している病院においては、夜間も複数の医療従事者等が継続して入院患者の見
廻りを行っており、万が一夜間に火災が発生した場合においても、迅速に消防機関に通報し、併せ
て、消火器や屋内消火栓等を活用して初期消火に適切に従事できるものと考えられる。 

ア 勤務させる医師、看護師、事務職員その他の職員の数が、病床数が２６床以下 のとき 
は２、２６床を超えるときは２に１３床までを増すごとに１を加えた数を常時下回らない体制  

イ 勤務させる医師、看護師、事務職員その他の職員（宿直勤務を行わせる者を除く。）の数

が、病床数が６０床以下のときは２、６０床を超えるときは２に６０床までを増すごとに２を加
えた数を常時下回らない体制  

【例】６０床の場合 
６０÷１３＝４．６⇒５人 
夜間を通し5人以上でかつ宿直勤務でない職員が２名以上の体制の場合は体制を有
しているものとされる 

１ 令別表第１改正 令別表・規則第５条第３項関係 

総務省消防庁 
Fire and Disaster Management Agency 

FDMA 
住民とともに 

特定診療科名 内科、整形外科、リハビリテーション科その他の患者が避難困難と
なると考えられる診療科名をいう。  

③ 特定診療科名   （病院・診療所共通） 
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産科・婦人科・産婦人科・眼科・耳鼻いんこう科・皮膚科・歯科・肛門外科・ 泌尿器科・小
児科・乳腺外科・形成外科・美容外科以外の診療科名であるもの 

特定診療科名 
診療科名中に内科、整形外科、リハビリテーション科その他上記１３診療科名以外の診
療科名を有するもの 

参考 【検討会報告書（抜粋）】 
・次に掲げる１３診療科のみの病院は、職員による一定の支援があれば入院患者が避難できると想定
されるため、設置対象から除外すべきである（有床診療所と共通事項） 

なお、他の診療科目と併せて標榜している場合は、他の診療科目での入院患者が上記に該当しない
おそれがあるため、設置対象とすべきである。 

１ 令別表第１改正 令別表・規則第５条第４項関係 
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④ 一般病床又は療養病床を有する病院  （病院のみ） 
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参考 【検討会報告書（抜粋）】 
・設置対象となる病床の種別は、本件火災が発生した一般病床及び本件火災で多数の被害者が出た
高齢者の入院が想定される療養病床とすべきである。 

なお、精神病床、感染症病床及び結核病床については、避難行動に支障が少ない患者が多数入院す
るもの、又は見守り体制が十分な状態にあるものと考えられることから、これらの病床のみを有する病
院は設置対象から除外するべきである。 

精神病床、感染病床及び結核病床のみの場合は、「避難のために患者の介助が必
要な病院」には該当しない 

（６）項イ（１）関係 

１ 令別表第１改正 令別表改正関係 

総務省消防庁 
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⑤ ４床以上の病床を有するもの    （有床診療所のみ） 
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参考 【検討会報告書（抜粋）】 
・許可病床が３以下の有床診療所については、その大半が１日平均の入院患者数が１未満であり、入
院が常態化していないことから、設置対象から除外すべきである。  

・また、許可病床が４以上の有床診療所であっても、一日当たりの入院患者数の年間平均が１人未満
であることが確認できる施設は、入院が常態化していないことから、設置対象から除外すべきである。 

３床以下の有床診療所は年平均一日入院患者が１を下回るため、「入院」が常態化
していないため「避難のために患者の介助が必要な有床診療所」には該当しない 

１ 令別表第１改正 

（６）項イ（２）関係 

令別表改正関係 



7 

総務省消防庁 
Fire and Disaster Management Agency 

FDMA 
住民とともに 

１ 令別表第１改正 （診療科名等の確認方法について） 

診療科名  

【確認方法】 

 各都道府県毎の医療機能情報提供システムで確認可能。 

 また、新設時には、都道府県知事に対する開設許可申請の記載事項で確認可能。 

※医療機能情報提供システム 

 医療法第６条の３に基づき、医療機関の開設者及び管理者が都道府県知事に報告するこ
ととされている医療に関する情報を閲覧に供する制度。年に１回（報告内容に変更があれば
随時）報告される。 

診療所の病床数 
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見守り体制 病床種別 

 

※ 現行制度では夜間における勤務者数は報告事項に入っていないため、厚生労働省令を
改正し、夜間における勤務者数を報告事項に追加することで、厚生労働省と合意済み。 

見守り体制 

総務省消防庁 
Fire and Disaster Management Agency 

FDMA 
住民とともに 
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診療科名    

＜参考＞ 医療機関の各種要件の確認方法について  医療機能情報提供システム 
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15 

病床数 

病床種別 

※ 現行制度では夜間における勤務者数は報告事項に入っていないため、厚生労働省令を改正し、
夜間における勤務者数を報告事項に追加することで、厚生労働省と合意済み。 

＜参考＞ 医療機関の各種要件の確認方法について 

総務省消防庁 
Fire and Disaster Management Agency 

FDMA 
住民とともに 
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（１）スプリンクラー設備の設置基準の見直し 

 現在病院にあっては延べ面積3,000㎡以上、診療所及び助産所にあっては延べ面積
6,000㎡以上のものに設置が義務付けられているスプリンクラー設備について、避難のため
に患者の介助が必要な有床診療所・病院においては、原則として、延べ面積にかかわらず、
設置することを義務付ける（延焼を抑制する施設構造を有するものは例外として設置不要。）。  

 また、避難のために患者の介助が必要な有床診療所に該当しない有床診療所及び有床助
産所においては、延べ面積3,000㎡以上（平屋建てを除く。）のものに設置を義務付ける。 

3000㎡ 0㎡ 6000㎡ 

上記以外の病院 

上記以外の有床診療所・有床助産所 

診療所・助産所（無床） 

延面積 

避難のために患者の介助が必要な有床診療所 

避難のために患者の介助が必要な病院 

病院 

診療所 

助産所 

令第１２条第１項第１号、４
号関係 

６項イ(1) 

６項イ(2) 

６項イ(4) 

６項イ(3) 

６項イ(3) 
６項イ(3) 
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 （２）特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置基準の見直し 

特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置対象に、新たにスプリンクラー設備の設
置対象となる避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院を加えるとともに、そ
の面積要件について延べ面積1,000㎡未満の防火対象物に限られているところを、延べ
面積から総務省令で定める部分の面積を除いた面積（以下「基準面積」という。）が1,000

㎡未満である防火対象物について設置できることとする。 

【例】  

参考 【検討会報告書（抜粋）】 
1,000㎡未満の小規模な有床診療所及び病院については、福祉施設の居室と比較して可燃物量が制限されていることか
ら、1,000㎡未満の福祉施設に設置することのできる特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置でも一定の火災抑制

が確保されると考えられる。 福祉施設等と比較した場合、医療機関は手術室やレントゲン室等のスプリンクラーヘッドの設
置を要しない部分（スプリンクラーヘッドの設置を要しない部分に対する考え方は従前どおり。）が占める割合が高く、当該
部分は主として昼間に用いられ、夜間は施錠等管理されており、収容人員の増加にも影響がないことから、防火区画等によ
る延焼防止措置等が講じられている場合は特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置が可能となる基準床面積
（1,000㎡未満）に算入しないことも検討する必要がある。なお、この際に算入しない部分が大きくなりすぎると火災危険性が
増大するため、当該部分は施設全体の面積の半分までとする等の制限をかける必要がある。 

病室等 
９９９㎡ 

手術室 
１０１㎡ 

病室等 
９９９㎡ 

手術室 
１０１ 

延べ面積１１００㎡ 基準面積９９９㎡ 

総務省消防庁 
Fire and Disaster Management Agency 

FDMA 
住民とともに 

：水道連結型 

スプリンクラーヘッド 

診察 
病
室 

病
室 

病
室 

便
所 

病
室 

廊下 

手術室 

階
段 

診察 
病
室 

病
室 

病
室 

便
所 

病
室 

廊下 

手術室 

階
段 
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 （２）特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置基準の見直し 

②以下のいずれかの措置が講じられた部分であること  

（ア）準耐火構造の壁及び床で区画され、かつ、開口部に防火戸
（随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は随時閉鎖
することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖するも
のに限る。）を設けたもの  

 

（イ）不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井（天井のない場合に
あっては、屋根）で区画され、かつ、開口部に不燃材料で造っ
た戸（随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は随時
閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖す
るものに限る。）を設けたもののうち、当該部分の壁（外壁を除
く。）の外周部分を有効に警戒するようスプリンクラーヘッドを
設けたもの  

○特定施設水道連結型スプリンクラー設備の面積要件に算入しない部分について  

特定施設水道連結型スプリンクラー設備の面積要件に算入しない部分は、以下の要件（①、②）のい
ずれにも該当する部分とする。  

①以下のいずれかに該当する部分であること  

（ア）手術室、分娩室、内視鏡検査室、人工血液透析室、麻酔室、重症患者集中治療看護室その他こ
れらに類する室  

（イ）レントゲン室等放射線源を使用し、貯蔵し、又は廃棄する室  
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 （２）特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置基準の見直し 

3000㎡ 0㎡ 6000㎡ 

病院（上記以外） 

診療所・助産所（有床・上記以外） 

診療所・助産所（無床） 

1000㎡ 

避難のために患者の介助が必要な病院 

水道連結型 

延面積 

基準面積 

避難のために患者の介助が必要な有床診療所 

1000㎡ 

６項イ(1) 

６項イ(2) 

６項イ(3) 

６項イ(3) 
６項イ(3) 

６項イ(4) 

●見直し点 

 病院・有床診療所のうち小規模なもの（基準面積１０００㎡未満）に水道連結型スプリンクラーを設
置できるよう見直し 

総務省消防庁 
Fire and Disaster Management Agency 

FDMA 
住民とともに 

６項イのうち上記以外 

屋内消火栓 

すべての医療機関 

2100㎡ 0㎡ 

すべての医療機関 

すべての医療機関 

700㎡ 1400㎡ 

耐火+内装制限 

耐火又は 

準耐火+内装制限 

その他 

下記以外の医療機関 

2100㎡ 0㎡ 

下記以外の医療機関 

下記以外の医療機関 

700㎡ 1400㎡ 

耐火+内装制限 

耐火又は 

準耐火+内装制限 

その他 

避難のために患者の介助が必要な医療機関 

避難のために患者の介助が必要な医療機関 

避難のために患者の介助が必要な医療機関 

1000㎡ 

耐火+内装制限 

耐火又は 

準耐火+内装制限 

その他 

水道連結型SP 通常スプリンクラー 

 （３）屋内消火栓設備（及び動力消防ポンプ）の設置基準の見直し 

（１）のスプリンクラー設備の設置基準の見直しに伴い、避難のために患者の介助が必要な有床診療
所・病院のうち、通常のスプリンクラー設備（特定施設水道連結型スプリンクラー設備以外のスプリン
クラー設備）を設置しなければならない基準面積1,000㎡以上のものに屋内消火栓設備の設置を義務
付ける。ただし、スプリンクラー設備（補助散水栓を含む。）の有効警戒範囲内は設置しないことができ
る。 （屋内消火栓設備の設置基準を準用する動力消防ポンプ設備についても同様。）  
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（３
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（４
） 

６
項
イ
（１
） 

 
 

 
 

 

（２
） 
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消火器又は簡易消火器具 

すべての医療機関 

150㎡ 

病院・有床診療所・有床助産所 

150㎡ 

下記以外の医療機関（無床） 

0㎡ 
0㎡ 
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 （４）消火器又は簡易消火用具の設置基準の見直し 

病院、有床診療所及び有床助産所において、現在延べ面積150㎡以上の

ものに設置が義務付けられている消火器又は簡易消火用具について、延
べ面積にかかわらず設置することを義務付ける。  

参考 【検討会報告書（抜粋）】 
 消火器の設置 

消火器は、火災の初期段階における消火に対し非常に有効なものであり、消火器を含めた消火設備が全く設置されていな
い場合は、たとえ火災を早く覚知することができても、その拡大を抑えることができないため、有床診療所及び病院には必ず
消火器を設置すべきである。 
※消火器設置対象物（厚生労働省調べ） 有床診療所  97.8％  病院    98.0％ 

６項イ(4) 

６項イ
(1)(2)(3) 

６項イ
(1)(2)(3) 

総務省消防庁 
Fire and Disaster Management Agency 

FDMA 
住民とともに 消防機関へ通報する火災報知設備（火災通報装置等） 

すべての医療機関 

500㎡ 

病院・有床診療所・有床助産所 

500㎡ 

下記以外の医療機関（無床） 

0㎡ 
0㎡ 

自動火災報知設備連動起動 

（避難のために患者の介助が必
要な有床診療所・病院に限る。） 

22 

 （５）消防機関へ通報する火災報知設備の設置基準の見直し 

 病院、有床診療所及び有床助産所において、現在延べ面積500㎡以上の

ものに設置が義務付けられている消防機関へ通報する火災報知設備につ
いて、延べ面積にかかわらず設置することを義務付ける。  

 また、避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院に設置される
消防機関へ通報する火災報知設備については、自動火災報知設備との連
動を義務付ける。 

 避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院が消防機関からの距
離が500メートル以内の場所にある場合においても消防機関へ通報する火

災報知設備を設置しなければならないこととする（同一建築物内の場合は除く。） 
※併せて連動基準、特定火災通報装置の（６）項イ適用等の告示基準を改正 

６項イ
(1)(2)(3) 

６項イ(4) 
６項イ
(1)(2) 

６項イ
(1)(2)(3) 

６項イ
(1)(2) 

６項イ
(1)(2) 
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（６） 施行期日、経過措置について 

【経過措置】     
（１）スプリンクラー設備、屋内消火栓設備（及び動力消防ポンプ設備）について 

 スプリンクラー設備、屋内消火栓設備及び動力消防ポンプ設備の設置義務の範囲の拡
大については、既存の防火対象物（施行の際に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替
えの工事中のものを含む。（２）において同じ。）における未設置等基準不適合の設備の技
術上の基準は、平成３７年６月３０日までの間、なお従前の例による。 

（２）消防機関へ通報する火災報知設備について 

 消防機関へ通報する火災報知設備の設置義務の範囲の拡大については、既存の防火
対象物における設備の技術上の基準は、平成３１年３月３１日までの間、なお従前の例に
よる。 

【施行期日】平成２８年４月１日 （一部平成２７年３月１日） 
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設置義務化 

経過措置 

3.31 

義務化 

新築 スプリンクラー設備 
屋内消火栓設備 

動力消防ポンプ設備 

火災通報装置 

設置義務化 新築・既存問わず 

平成27年 
 

平成26年 
 

平成28年 
 

H29 
 

H30 
 

平成31年 
 

H32 
 

H33 
 

H34 
 

H35 
 

H36 
 

平成37年 
 

消火器 

設置義務化 

経過措置 

新築 

既存 設置義務化 

既存 

公布日 
施行日 

4/1 3/31 6/30 
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終 

ご清聴ありがとうございました 
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